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・総合評価は、6つの評価軸により評価

・概略評価選定した13案から採用案を選定し、
目標水量34,000～42,000m3/日を満足する複数案を提示

・次回、第4回水源検討部会では、第3回の意見を踏まえた案の提示

（１）総合評価（案）
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・ 水源計画の立案と評価方法について

水源計画案の立案及び評価方法の手順

第２回検討部会

第３回検討部会

・・・承元寺取水口が何らかの原因で取水不可
となった場合における新規水源を検討

・・・水道事業で用いる取水方法を立案

・・・概略評価で選定された13案について、
詳細を検討し、総合評価を実施

（１）総合評価（案）

ＳＴＡＲＴ

ＥＮＤ

水源計画概略案の立案

概略評価
【評価項目】

実現性

総合評価
【評価項目】

実現性を含む６つの評価軸

水源計画の複数案の選定
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・概略評価及び総合評価の評価方法

水源計画案の選定フロー

（１）総合評価（案）

概略評価
（第２回検討部会の内容）

総合評価
（第３回検討部会の内容）
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実現性を評価軸に評価

可能（有） 不可（無）

選定 非選定

選定案

６つの評価軸で評価

可能（有） 不可（無）

選定 非選定
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６つの評価軸を基に総合評価を実施して選定となった９案について、
目標水量34,000～42,000m3/日を確保する案（複数案を含む）を複数提示

（１）総合評価（案）

第２回検討部会

第３回検討部会

選定　13案 非選定　11案

選定　９案 非選定　４案

選定となった案について､
目標水量34,000～42,000m3/日
を確保する案（複数案を含む）
を複数提示

【水源計画概略案で示された24案】

水源計画の概略評価　実現性を評価軸に評価

可能（有） 不可（無）

1-1 ダム（利水専用ダム） 3-2 流況調整河川

1-2 ダム再開発（かさ上げ・掘削） 3-4 伏流水取水

1-3 他用途ダム容量の買い上げ 4-1 地下ダム

雨水・中水利用

2-2 ため池 8-1 水源涵養林の保全

5-1 海水淡水化

1-4 ダム使用権等の振替 7-1

3-1 新規河川取水

水源計画の総合評価　６つの評価軸で評価

可能（有） 不可（無）

2-1 河道外貯留施設（貯水池）

6-2 他事業からの浄水受水

3-3 取水口の複数化 6-4 休止施設の使用

6-5-3 予備井の使用

6-1 新規河川の暫定取水 6-5-1 井戸の新設

6-3-1 他系統からの水融通　北部ルートの増強 6-5-2 民間井戸の活用

ポンプ車等の使用

6-3-3 他系統からの水融通　和田島ルート

6-3-2 他系統からの水融通　南部ルートの増強 6-6
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（１）総合評価（案）

採用案の選定手順は、以下に示すフローに従うものとする。

採用案の選定フロー

非選定

非選定

３．目標水量34,000～42,000m3/日を開発できる採用案を複数提示及び評価する。

選定

選定

１．評価軸（実現性、目標、持続性、地域社会への影響、環境への影響、コスト）に基づ
き、選定案を抽出する。

２．事業期間が長期間を要する案（15年以上）、建設費用が高額な案（100億円以上）
は、非常用の水源を早急に開発する観点及び水道事業の経営上の観点から非選定と
する。
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水源計画の概略評価で実現性について検討し、以下に示す13案が選定された。総合評価で
は、これらの案について検討し、採用案を選定する。

・概略評価で選定された13案

（１）総合評価（案）

概要

1-1 ダム（利水専用ダム） ダムは河川を横過して専ら流水を貯留する目的で築造される構造物であり、河川管理者が建設するダムに使用権を持つことにより水源とする。

1-2 ダム再開発（かさ上げ・掘削） 既存のダムをかさ上げあるいは掘削することで必要水量を確保し、水源とする。

1-3 他用途ダム容量の買い上げ 既存のダムの発電容量や治水容量を買い上げて必要水量とすることで、水源とする。

1-4 ダム使用権等の振替 ダム使用権等で、需要が発生しておらず、水利権が付与されていないものを必要な者に振り替える。

2-1 河道外貯留施設（貯水池） 河道外に貯水池を設け、河川の流水を導水し、貯留することで水源とする。

2-2 ため池 ため池等の貯留施設を設置し、主に雨水や地区内流水を貯留することで水源とする。

3-1 新規河川取水 水量に余裕のある河川から新たに導水することで水源とする。

3-2 流況調整河川 流況の異なる複数の河川を連絡することで、時期に応じて、水量に余裕のある河川から不足している河川に水を移動させ、水の有効活用を図る。

3-3 取水口の複数化 既存の承元寺取水口が取水不可となった場合、取水口を複数持つことにより、異なる場所の取水口から取水できるようにする。

3-4 伏流水取水 河川の伏流水を取水することで水源とする。

4-1 地下ダム 地下にコンクリートの地中連続壁を建設して、地下水位を上げることにより地中の地下水貯留量を増加させ、水源とする。

5-1 海水淡水化 海水淡水化施設を設置し、水源とする。

6-1 新規河川の暫定取水 富士川の表流水を工業用水の施設を借用して融通することで水源とする。

6-2 他事業からの浄水受水 近隣水道事業体より、水の供給を受ける。

6-3-1 他系統からの水融通　北部ルートの増強 市内の他の配水系統から水を送水する。

6-3-2 他系統からの水融通　南部ルートの増強 市内の他の配水系統から水を送水する。

6-3-3 他系統からの水融通　和田島ルート 市内の他の配水系統から水を送水する。

6-4 休止施設の使用 現在、休止している施設を使用する。

6-5-1 井戸の新設 井戸を新設する。

6-5-2 民間井戸の活用 井戸を承継する。

6-5-3 予備井の使用 渇水対策用の予備井を使用する。

6-6 ポンプ車等の使用 排水ポンプ車または水中ポンプを設置し、河川より沈砂池に直接汲み上げる。

7-1 雨水・中水利用 雨水利用の推進、中水利用施設の整備、下水処理水利用の推進などにより、河川水・地下水の需要の抑制を図る。

8-1 水源涵養林の保全
水源涵養林を保全することで､おもにその土壌の働きにより､雨水を地中に浸透させ､ゆっくりと流出させるという機能を保全し､河川流況の安定化を
期待する｡

水源計画概略案
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・概略評価及び総合評価の評価軸

概略評価における評価軸
（第２回検討部会の内容）

総合評価における評価軸
（第３回検討部会の内容）

（１）総合評価（案）

【評価軸】

（1）実現性

●土地所有者等の協力の見通しはどうか （土地利用や地権者数の多少など）

●その他の関係者との調整の見通しはどうか （河川管理者や他事業者などとの協議調整）

●法制度上の観点から実現性の見通しはどうか （現行法制度や関連法令で実現可能か）

●技術上の観点から実現性の見通しはどうか （必要な技術の確立、現在の技術水準で施工可能か）

●その他の観点から実現性の見通しはどうか （対策として適しているか、効果が定量的に見込めるか等）

（2）目標

●開発量として何m3/s必要かを確認するとともに、その算出が妥当に行われて
いるかを確認することとしており、その量を確保できるか

●段階的にどのように効果が確保されていくのか

●どの範囲でどのような効果が確保されていくのか

●どのような水質の用水が得られるか

●整備に要する期間はどの程度か

（3）持続性 ●将来にわたって持続可能といえるか

（4）地域社会への影響

●事業地及びその周辺への影響はどの程度か

●地域振興に対してどのような効果があるか

●地域間の利害の衡平への配慮がなされているか

（5）環境への影響

●水環境に対してどのような影響があるか

●地下水位、地盤沈下や地下水の塩水化にどのような影響があるか

●生物の多様性の確保及び流域の自然環境全体にどのような影響があるか

●土砂流動がどう変化し、下流河川・海岸にどのように影響するか

●景観、人と自然との豊かな触れ合いにどのような影響があるか

●ＣＯ２排出負荷はどう変わるか

●その他

（6）コスト
●完成までに要する費用はどのくらいか

●維持管理に要する費用はどのくらいか

※整備期間とコストについて、第2回検討部会の内容を反映して追加
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水源計画概略案の24案から選定した13案を対象に、6つの評価軸に
おける評価を行い、複数の採用案を抽出する。

選定となった案について、補給可能水量、事業期間、コストを基に、目
標水量34,000～42,000m3/日を確保する案（複数案を含む）を複数提示

・水源計画案の総合評価

（１）総合評価（案）
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a）計画概要
承元寺沈砂池から清水谷津浄水場

への導水管から分岐して、河道外貯
留施設に導水する。河道外貯留施設
への貯水は平常時に行い、承元寺取
水口が閉塞した場合には、貯留施設
の水を導水管に流して使用する。

（2-1）河道外貯留施設（貯水池）

b）概略図

（１）総合評価（案）
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（2-1）河道外貯留施設（貯水池）

（１）総合評価（案）

c）整備量
施設計画の諸元は以下に示すとおりである。

・貯水容量 294,000m3（一日当たり不足水量42,000m3/日×断水期間7日）
・貯留面積 58,800m2、水深 5.0m
・新設導水管 φ1,100 L=約420m
・送水ポンプ設備 一式

河道外貯留施設断面図
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（2-1）河道外貯留施設（貯水池）

（１）総合評価（案）

d)評価軸

補給可能水量

約 17 年

調査、設計等 約 7 年

約 10 年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

【工事内容】

貯水池294,000m3

導水管φ1,100　L=約420m

送水ポンプ設備　一式

用地取得　 　　　 一式

家屋移転補償  　一式

390

・広大な面積が貯水池に変わり、住宅の移転
　等も必要になるため、地域社会への影響が
　ある。
・工事期間中は、土砂の運搬等により工事車
　両が多く通行するため、安全対策が必要と
　なる。
・貯留施設への転落防止の対策が必要とな
　る。

・水の入れ替えを定期的に行わないと水質
　が悪化し、臭気の問題が出る。

11,700

78

468

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・候補地の現在の土地利用状況は、住宅や耕
　作地になっている。
・承元寺沈砂池から清水谷津浄水場への導水
　管から水を引き込むため、興津川に新たな
　水利権は必要ない。
・興津川の堤防に接して河道外貯留施設を築
　造する場合は堤防の改修が必要となり、河
　川法より河川管理者（県）との協議が必要
　である。
・貯留施設の位置や深さにより、導水管を使
　用して貯留施設から清水谷津浄水場まで流
　す場合にポンプ圧送する必要がある。
・水源の種別と取水地点が追加となるため、
　水道法事業認可変更の手続きが必要とな
　る。

・定期的に水の入れ替えを行い、水質が悪化
　しないよう適切に維持管理を行えば、持続
　可能である。
・浚渫、導水管、排水管の維持修繕が必要と
　なる。

・断水期間を、令和4年台風第15号で断水した
　7日と想定すると、必要となる貯水容量は
　42,000m3/日×7日＝294,000m3である。
・工事の途中段階では、水を供給できないた
　め効果を期待できない。
・河道外貯留施設の水が長期間滞留すると水
　質が悪化するため、定期的に清水谷津浄水
　場へ送水するか、興津川へ流下する水路に
　排水する。

42,000

事業期間

工事

m3/日
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（2-1）河道外貯留施設（貯水池）

（１）総合評価（案）

f)概算事業費

e)整備期間
・約17年（基本設計から詳細設計まで約7年、工事として約10年）

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目 14年目 15年目 16年目 17年目

基本設計

関係機関協議（県）

調査、測量

用地交渉（移転補償
協議含む）

詳細設計

工事

項目
事業期間

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要

貯水池 294,000ｍ3

導水管φ1,100 L=約420m
送水ポンプ設備 一式
用地取得 一式
家屋移転補償 一式

42,000 
原水

（興津川表流水）
11,700 30 390 78 468 
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a）計画概要
既存の承元寺取水口が取水不可となった場

合に備えて、取水口を複数設けることで、興津
川より取水を行う。左岸側に設けられている既
存の取水口に加えて、450m上流の左岸側に設
ける新たな取水口（承元寺第二取水口）から取
水する。水利権水量については、既存の取水
口で取得している83,900m3/日を複数化した取
水口へ分配し、複数の取水口の合計が
83,900m3/日とする。

（3-3）取水口の複数化

（１）総合評価（案）

b）整備量
施設計画の諸元は以下に示すとおりである。

・第二取水口 一式
・導水水トンネルφ1,100、L=550m
・搬入路工 B=4m、L=130m
・整地工 A=4,000m2

承元寺取水口

取水口の複数化
検討範囲
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（3-3）取水口の複数化

（１）総合評価（案）

d)評価軸

補給可能水量

約 7～10 年

調査、設計等 約 4～5 年

約 3～5 年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

【工事内容】

第二取水口の新設　一式

導水トンネルの新設　φ1,100　L=550m

搬入路工　B=4m、L=130m

整地工　A=4,000m2

42,000

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・候補地の現在の土地利用状況は、耕作地に
　なっている。
・既存取水口の水利権を複数に分配するた
　め、興津川に新たな水利権は必要ない。
・興津川左岸に新たな取水口（第二取水口）
　を設けることから、河川法より河川管理者
　（県）との協議が必要である。
・新たな取水口（第二取水口）から既設取水
　口までは、導水トンネル（φ1,100、L=550m）
　により自然流下で導水する計画とする。
・取水地点が追加となるため、水道法事業認
　可変更の手続きが必要となる。

・既設取水口と同様に、定期的な排砂作業が
　必要となる。
・導水トンネルを適切に維持管理することに
　より、持続的に施設を運用することが可能
　である。

・既存取水口の機能停止を想定し、複数化し
  た取水口において、42,000m3/日（41,950
　m3/日）を確保する。

事業期間

工事

m3/日

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・施設建設に伴い、用地買収が必要となる。
・施設建設に伴い、工事期間中の工事車両の
　出入りについて、安全対策が必要となる。
・施設完成後は、個人の生活、地域の経済活
　動、コミュニティ、まちづくり等へ特段の影響
　はない。

・魚類の生息・生育環境に配慮し、工事期
　間、河川区域内での工事への配慮が必要と
　なる。
・複数化した上流側の取水口から取水する場
　合、既存取水口との間（約450m）は河川流量
　が減少することになる。

1,400

35

7

42
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（3-3）取水口の複数化

（１）総合評価（案）

e)整備期間
・約９年（基本設計から詳細設計まで約５年、工事として約４年） 標準的な９年間の場合を記載

f)概算事業費

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要

第二取水口の新設 一式
導水トンネルの新設

φ1,100 L=550m

搬入路工 B=4m、L=130m
整地工 A=4,000m2

42,000 
原水

（興津川表流水）
1,400 40 35 7 42 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目

基本設計

関係機関協議（県／
漁業協同組合）

調査、測量

用地交渉

詳細設計

工事（管路）

工事（施設）

項目
事業期間
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a）計画概要
駿河湾沿岸に海水淡水化施設を建

設し、海水を取水して淡水化したのち、
大平山配水池へ送水して配水する。

（5-1）海水淡水化 b）概略図
海水淡水化施設の設置場所は、静岡県が

公表する津波ハザードマップにより、浸水被
害を受けない海岸区域とする。

（１）総合評価（案）

c）整備量
施設計画の諸元は以下に示すとおり

である。
・海水淡水化施設

（一日最大給水量42,000m3/日）
・敷地面積 38,640m2

・導水管及び排水管 φ1,500 一式
・送水管 φ800 L=2,500m
・送水ポンプ設備 一式

※静岡市地域防災計画に基づく浸水想定区域
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（5-1）海水淡水化

（１）総合評価（案）

d)評価軸

補給可能水量

約 13 年

調査、設計等 約 8 年

約 5 年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

【工事内容】

海水淡水化施設　一式

導水管及び排水管　φ1,500　一式

送水管φ800　L=2.5km

送水ポンプ設備　一式

用地取得　一式

42,000

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・海水淡水化施設を建設するため、用地協議
　が必要となる。
・導水管と排水管を海岸区域から海底に布設
　するため、海岸法による協議を県と行う必要
　がある。
・海水淡水化は膜ろ過による浄水処理方式
　で、技術的には福岡県、沖縄県で実績があ
　るため可能である。
・取水地点、浄水方法が追加となるため、水
　道法事業認可変更の手続きが必要となる。

・海水淡水化施設は、津波ハザードマップよ
　り、津波の被害を受けない場所を選定すれ
　ば、持続性に問題はない。
・膜ろ過施設を適切に管理することにより、
　持続可能である。

・膜ろ過による浄水処理方式のため、ユニット
　を増やせば、浄水量を増加させることができ、
　補給可能水量42,000m3/日の施設を建設す
　ることは技術的に可能である。
・工事の途中段階では、水を供給できないため
　効果を期待できない。
・大平山配水池から給水する区域において、
　一部の水が確保できる。
・海水を淡水化した水はミネラル分が不足する
　が、ミネラル分を加えたり、他の浄水とブレン
　ドすることで飲用に適した水にできる。

事業期間

工事

m3/日

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・施設が建設されることにより、個人の生活、
　地域の経済活動、コミュニティ、まちづくり
　等へ特段の影響はない。
・施設の建設に伴う工事期間中の工事車両の
　出入りについて、安全対策が必要となる。

・施設の稼働による騒音・振動は対策を行う
　ことにより問題はない。
・高塩分濃度排水の海洋放出により、海中の
　酸素濃度の低下や塩分濃度の急増等、生態
　系への悪影響が懸念され、海洋資源に影響
　が及ぶ可能性がある。

57,500

3,594

719

4,313
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（5-1）海水淡水化

（１）総合評価（案）

e)整備期間
・約13年（基本設計から詳細設計まで約8年、工事として約5年）

f)概算事業費

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目

基本設計

関係機関協議（県／
漁業協同組合）

調査、測量

用地交渉

詳細設計

工事

項目
事業期間

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要

海水淡水化施設 一式
導水管及び排水管 φ1,500 一式
送水管φ800 L=2.5km
送水ポンプ設備 一式
用地取得 一式

42,000 
原水

（海水）
57,500 16 3,594 719 4,313 
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a）計画概要
令和４年台風第15号時には、ふじさん

工業用水道（以下、ふじさん工水）から清
水谷津浄水場へ融通を受けた事実があ
るため、ふじさん工水より融通を受ける
案について検討する。

（6-1）新規河川の暫定取水

b）概略図

（１）総合評価（案）

c）整備量
・ふじさん工水から清水谷津浄水場への
導水管は既に整備されているため、施
設整備の必要はない。
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（6-1）新規河川の暫定取水

（１）総合評価（案）

d)評価軸

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・事業地及びその周辺への影響は無い｡
・地域振興に対して効果は無い｡
・富士川の利水者への配慮が必要である。

・表流水のため地下への影響は無いと想定さ
　れる｡
・景観、人と自然との豊かな触れ合いに影響
　は無い。
・通常時の承元寺取水口より導水する場合と
　非常時のふじさん工水より導水する場合を
  比較すると、導水については両方とも自然
　流下であるため差異は無く、導水後におい
　ても清水谷津浄水場内で浄水処理するため
　差異は無い。しかし､ふじさん工水より導
　水する場合は、工業用水道施設において処
　理を行っているため、ふじさん工水より導
　水する場合の方がCO2排出負荷は大きくな
　る｡

－

－

－

－

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・河川法に基づくと、河川法第23条の流水の
　占用の許可が必要であり､非常時に都度協
　議して､暫定　的(期間を限定して)に水利
　権を得る必要がある。
・令和４年台風第15号時は暫定的に水利権を
　取得した事実がある｡
・原水を導水して浄水処理することに技術上
　問題なし。

・水利権の取得を都度協議する必要がある｡
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a）計画概要
本市に隣接した水道事業体として、富士市、焼津市から浄水された水の供給を受ける。

（6-2）他事業からの浄水受水

（１）総合評価（案）

b)評価軸

（4）地域社会への影響　 （5）環境への影響 （6）コスト

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・富士市からの浄水受水については、令和4年
  度に蒲原地区の水運用を検討する中で本市
  と富士市との広域化の可能性について、富士
　市へヒアリングした際に富士市側に融通可能
　水量が少ないことを確認し、将来に向けて水
　融通の可能性を引続き情報共有していくとし
　ているため非選定とする。
・焼津市からの浄水受水については、焼津市へ
　ヒアリングし、焼津市水道事業においても融
　通可能水量が少ないことを確認したため非選
　定とする。
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a）計画概要
静岡地区（駅北）の麻機配水場と清水地区（南

部）の柏尾配水池を接続する北部ルートを増強
し、清水地区への送水量を現況より増量する。

現況の北部ルートは、麻機配水場から柏尾配
水池へ送水管（口径φ400、延長12.2km）が整備
されており、平常時で約300m3/日の水が送水さ
れている。

北部ルートを増強して送水する水量を、静岡地
区から清水地区へと供給できる水量を整理し、
送水施設、設備の能力を把握のうえ、検討する。

（6-3-1）他系統からの水融通 北部ルートの増強

b）概略図

（１）総合評価（案）

c）整備量
施設計画の諸元は以下に示すとおりである。
・送水ポンプ設備 一式

（3.47m3/分（5,000m3/日）×97.5m×2台））

送水ポンプの増強
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（6-3-1）他系統からの水融通 北部ルートの増強

（１）総合評価（案）

100 m

90 m

80 m

70 m

60 m

50 m

40 m

30 m

20 m

10 m

0 m

牛妻水源地
門屋浄水場

麻機配水場

柏尾配水池

柏尾配水

ブロック

既設送水管利用

口径：φ400mm

延長：12.2km

P

ポンプ設備の増強

北部ルート

10,000m³/日

その他
配水施設

55,290m³/日
（取水可能量）

牛妻水源地

その他の地下水源
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（6-3-1）他系統からの水融通 北部ルートの増強

（１）総合評価（案）

d)評価軸

補給可能水量 m3/日

約 4 年

調査、設計等 約 2 年

約 2 年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

【工事内容】

送水ポンプ設備　一式

3,000

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・北部ルートは、同じ水道事業体内で水の融通
  を行うため、特に用地交渉や、関係機関との
  協議が必要とならない。
・北部ルートは現況においても活用されてお
　り、技術上の観点からも大きな問題はない。

・既設設備または新設設備を使用する場合に
　おいても、送水管の漏水調査や、付属施設
　の保守、点検による維持管理により、持続
　可能である。

・麻機配水場の送水ポンプ能力を増強し、現
　状の送水量7,000m3/日から10,000m3/日
　を送水できるようにして、3,000m3/日の水
　量を新たに確保する。

事業期間

工事

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・既存施設を利用するため、新規の施設や用
　地取得が不要であり、影響はない。

・増強するポンプ設備の能力によって消費電
　力が変わるが、現況より環境への影響が、
　特に大きくなるとは考えられない。

24

5

29

360
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（6-3-1）他系統からの水融通 北部ルートの増強

（１）総合評価（案）

e)整備期間
・約4年（設計で約2年、工事で約2年）

f)概算事業費

1年目 2年目 3年目 4年目

基本設計

詳細設計

工事（施設）

項目
事業期間

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要 送水ポンプ設備 一式 3,000 
浄水

（安倍川表流水）
360 15 24 5 29 
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a）計画概要
静岡地区（駅南）の高松取水場（取水可

能量：5,000m3/日）で取水された水は国吉
田中継ポンプ場を経由し、清水地区（南
部）の草薙配水池へ送水され、草薙配水ブ
ロックに配水される。

現況の草薙配水ブロックへは、平常時で
約3,000m3/日の水が送水されている。

高松取水場だけでは水量が賄えないた
め、静岡地区（駅南）から不足量を補う

（6-3-2）他系統からの水融通 南部ルートの増強

b）概略図

（１）総合評価（案）

c）整備量
施設計画の諸元は以下に示すとおりで

ある。
・新規送水管φ150 L=約200m
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（6-3-2）他系統からの水融通 南部ルートの増強

（１）総合評価（案）

120 m

110 m

100 m

90 m

80 m

70 m

60 m

50 m

40 m

30 m

20 m

10 m

0 m P P

高松取水場

国吉田中継ポンプ場

草薙配水池

草薙配水

ブロック

5,000m³/日 1,400m³/日

6,400m³/日

6,400m³/日

既設送水管利用

口径：φ300mm

延長：2.6km

既設送水管利用

口径：φ400mm

延長：約7.2km

新設送水管布設

口径：φ150mm

延長：約200m

新設井戸

南部ルート

※通常時は清水地区（南部）の御門台配水場より

草薙配水ブロックに約1,400m3/日送配水している。

6,400m³/日

1,400m3/日
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（6-3-2）他系統からの水融通 南部ルートの増強

（１）総合評価（案）

d)評価軸

補給可能水量 m3/日

約 2 年

調査、設計等 約 1 年

約 1 年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

【工事内容】

導水管φ150　L=約200m

1,400

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・南部ルートの送水施設、設備は現況におい
　ても活用されており、技術上の観点からも
　大きな問題はない。

・基準内の地下水採取量を守ることで地下水が
　枯渇することはなく、持続可能である。
・適切な井戸と送水管の維持管理を行うことに
　より、持続可能である。

・草薙配水ブロックの必要配水量は6,400m3/
　日であり、高松取水場の取水可能量は
　5,000m3/日のため、不足する1,400m3/日は
　静岡地区（駅南）から補う。

事業期間

工事

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・送水管布設は大規模な施設ではないため、
　地域社会への影響は特にない。

・送水管布設は大規模な施設ではないため、
　環境への影響は特にない。
・揚水規制を遵守することで、地盤沈下等に
　も影響はない。

3

1

4

120
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（6-3-2）他系統からの水融通 南部ルートの増強

（１）総合評価（案）

e)整備期間
・約2年（設計まで約1年、工事として約1年）

f)概算事業費

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要 送水管φ150 L=約200m 1,400 
浄水

（地下水）
120 40 3 1 4 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

詳細設計

工事（送水管）

項目
事業期間
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a）計画概要
清水地区（北部）の和田島浄水場から清水地

区（南部）の清水谷津浄水場へ送水することで
水源とする。

（6-3-3）他系統からの水融通 和田島ルート b）概略図

（１）総合評価（案）

c）整備量
・和田島ルートは既に整備されているが、管理用
の流量計を清水谷津浄水場内に設置する。

既存送水管を利用

和田島水源取水可能量
①10,500m3/日

和田島系必要配水量
②5,046m3/日

（R4実績日最大配水量より）

融通可能水量 （≒ ①－②）
5,400m3/日
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（6-3-3）他系統からの水融通 和田島ルート

（１）総合評価（案）

d)評価軸

補給可能水量 m3/日

約 2 年

調査、設計等 約 1 年

約 1 年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

5,400

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・和田島ルートは、同じ水道事業体内で水の
　融通を行うため、特に用地交渉や、関係機
　関との協議が必要とならない。
・和田島ルートは整備されており、送水が可
　能となっている。

・送水管の漏水調査や、付属施設の保守、点
　検による維持管理により、持続可能である。

・和田島浄水場から清水谷津浄水場に水融通
　することができる水量は5,400m3/日である。
・和田島ルートは既に整備されており、送水
　管の能力も5,400m3/日で整備されている。

事業期間

工事

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・和田島ルートは既に整備されており、問題
　ない。

・和田島ルートは既に整備されており、問題
　ない。 2

0.4

2.4

30
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（6-3-3）他系統からの水融通 和田島ルート

（１）総合評価（案）

e)整備期間

f)概算事業費

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要 流量計設置 5,400 
浄水

（地下水）
30 15 2 0.4 2.4

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

詳細設計

工事

項目
事業期間
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a）計画概要
清水地区の休止施設で、非常時に稼働させて

活用可能であると考えられる施設として、清地水
源場がある。清地水源場は興津川から表流水を
取水して、中町浄水場まで導水管により原水を
導水していた。現在は、令和2年度に策定した静
岡市水運用計画（清水地区）に基づき、令和2年
より休止している。

導水管は昭和7年に布設された老朽管であり、
使用するためには管更生や漏水箇所の補修が
必要となる。

（6-4）休止施設の使用

b）概略図

（１）総合評価（案）

c）整備量
施設計画の諸元は以下に示すとおりである。

案1：自立型管更生工法(または推進工法で布設替え)
φ400～φ600 L=約8km

案2：漏水箇所調査、漏水補修
L=約8km

案1：既設導水管を管更生
案2：漏水箇所調査、補修
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（6-4）休止施設の使用

（１）総合評価（案）

d)評価軸

補給可能水量 m3/日

事業期間 約 10～13 年 約 5 年

調査、設計等 約 5 年 約 3 年

工事 約 5～8 年 約 2 年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

【工事内容】管更生

φ400～φ600　L=約8km

案2（漏水箇所調査）

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・清地水源は休止しているが、清水谷津浄水
　場まで導水するように再稼働させることが可
　能である。
・導水管が老朽化しているため、自立型の管
　更生工法または推進工法による布設替えに
　て改修する。
・河川水利権水量があるため、法的には問題
　ない。

・取水施設、沈砂池、沈澱池、導水管の漏水
　調査や、付属施設の保守、点検による維持
　管理により、持続可能である。

・河川水利権水量分10,200m3/日を清水谷津
　浄水場へ導水することが可能である。
・工事の途中段階では、水を供給できないた
　め効果を期待できない。

10,200

案1 案2

案1（更生または更新）

62～158

12～32

74～190

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・清地水源から清水谷津浄水場へのルートは
　既に整備されており、問題ない。

・清地水源から清水谷津浄水場へのルートは
　既に整備されており、問題ない。

44

1.1

【工事内容】漏水調査、漏水補修

0.9

0.2

3,100～7,900
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（6-4-a）休止施設の使用（導水管 全区間更新）

（１）総合評価（案）

e)整備期間
・約13年（導水管調査から詳細設計まで約5年、工事として約8年）

f)概算事業費

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要
管更新
φ400～φ600 L=約8km

10,200 
原水

（興津川表流水）
6,000 50 120 14 144

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目 12年目 13年目

導水管調査・測量

詳細設計

工事

項目
事業期間
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（6-4-b）休止施設の使用（導水管 漏水箇所調査、補修）

（１）総合評価（案）

e)整備期間
・約5年（導水管漏水箇所調査から詳細設計まで約3年、工事として約2年）

f)概算事業費

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

導水管漏水箇所調査

詳細設計

工事

項目
事業期間

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要 漏水調査及び補修 10,200 
原水

（興津川表流水）
44 50 0.9 0.2 1.1 
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a）計画概要
静岡県が実施した「平成27年度

中部地域地下水賦存量調査」によ
ると、興津川水系の現状の揚水量
は15,366m3/日であり、利用可能量
は19,354m3/日となっているので、
現状との差3,988m3/日は新規井戸
により取水可能と考えられる。

（6-5-1）井戸の新設

b）概略図

（１）総合評価（案）

c）整備量
施設計画の諸元は以下に示すと

おりである。
・新規井戸（3,900m3/日）の開発
・新規導水管φ300 L=約200m

7



Shizuoka City  Water & Sewerage Bureau 46

（6-5-1）井戸の新設

（１）総合評価（案）

d)評価軸

補給可能水量 m3/日

約 4 年

調査、設計等 約 2 年

約 2 年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

【工事内容】

深井戸 3,900m3/日　1井

導水管φ300　L=約200m

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・井戸の設置は大規模な施設ではないため、
　地域社会への影響は特にない。

・井戸の設置は大規模な施設ではないため、
　環境への影響は特にない。
・揚水規制を遵守することで、地盤沈下等に
　も影響はない。

7

1

8

282

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・地下水規制に従った井戸を新たに掘削整備
　する必要がある。
・取水地点が追加となるため、水道法事業認
　可変更の手続きが必要となる。

・基準内の地下水採取量を守ることで地下水
　が枯渇することはなく、持続可能である。
・適切な井戸と導水管の維持管理を行うこと
　により、持続可能である。

・地下水3,900m3/日を新規井戸により取水す
　る。
・井戸と清水谷津浄水場内の浄水池までの
　導水管を整備する必要がある。
・清水谷津浄水場で原水（地下水）が確保で
　きる。

事業期間

工事

3,900



Shizuoka City  Water & Sewerage Bureau 47

（6-5-1）井戸の新設

（１）総合評価（案）

e)整備期間
・約4年（関係機関協議から設計まで約2年、工事として約2年）

f)概算事業費

1年目 2年目 3年目 4年目

関係機関協議（県）

地下水調査

用地交渉・測量

詳細設計

工事

項目
事業期間

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要
深井戸 3,900m3/日 1井
導水管φ300 L=約200m

3,900 
原水

（地下水）
282 40 7 1 8 
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a）計画概要
民間企業が所有する井戸を承継、または協定

を結び水源とする。
概略図の着色範囲には約40,020m3/日（利用

水量12,760m3/日、未利用水量27,260m3/日）の
民間井戸が存在する。民間企業の利用状況や地
下水状況を確認のうえ、約5割程度（21,000m3/
日）を水源として検討する。

（6-5-2）民間井戸の活用

b）概略図

（１）総合評価（案）

c）整備量
施設計画の諸元は以下に示すとおりである。
・既設井戸の更新 約9井
・導水管 φ200 L=約5km
・用地取得 一式
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（6-5-2）民間井戸の活用

（１）総合評価（案）

d)評価軸

補給可能水量 m3/日

約 5 年

調査、設計等 約 2 年

約 3 年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

【工事内容】

既設井戸の更新　約9井

導水管φ200　L=約5km

用地取得　一式

21,000

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・既存井戸の所有者との協議が必要である。
・地下水採取に関する条例により県との協議
　が必要である。
・取水地点が追加となるため、水道法事業認
　可変更の手続きが必要となる。

・基準内の地下水採取量を守ることで地下水
　が枯渇することはなく、持続可能である。
・適切な井戸と導水管の維持管理を行うこと
　により、持続可能である。

事業期間

工事

・民間企業が所有する井戸のうち約5割程度
　の21,000m3/日を取水する。
・井戸と清水谷津浄水場までの導水管を整備
　する必要があり、整備ができた井戸から段
　階的に取水が可能となる。
・清水谷津浄水場で原水（地下水）が確保で
　きる。

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・既存施設を活用するため、地域社会への影
　響は特にない。

・既存施設を活用するため、環境への影響は
　特にない。 25

5

30

1,000
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（6-5-2）民間井戸の活用

（１）総合評価（案）

e)整備期間
・約5年（関係機関協議から設計まで約2年、工事として約3年）

f)概算事業費

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

関係機関協議（県）

関係機関協議（民間
井戸所有者）

地下水調査

用地交渉・測量

詳細設計

工事（施設）

工事（導水管）

項目
事業期間

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要
浅井戸約9井 更新
導水管φ200 L=約5km
用地取得 一式

21,000 
原水

（地下水）
1,000 40 25 5 30
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a）計画概要
清水地区には緊急の予備水源として、原ポンプ

場及び尾羽ポンプ場を有している。これらの予備
水源の活用について検討する。

（6-5-3）予備井の使用

b）概略図

（１）総合評価（案）

c）整備量
・既存施設のため、新たな整備は必要ない。
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（6-5-3）予備井の使用

（１）総合評価（案）

d)評価軸

（4）地域社会への影響　 （5）環境への影響 （6）コスト

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・原ポンプ場と尾羽ポンプ場はブロックを区切っ
　て稼働させる必要がある。しかし、非常時に
　配水ブロックを区切ることが難しく、区切った
　場合は流向が変わり濁りが発生する恐れが
　あるため、水質を安定させることができない。
　以上より、原ポンプ場と尾羽ポンプ場は非常
　用水源として使用することは困難である。
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a）計画概要
排水ポンプ車を設置し、河川より沈砂池に

直接汲み上げる。

（6-6）ポンプ車等の使用

（１）総合評価（案）

c）整備量
・排水ポンプ車の購入、または非常時におけ
る借用が必要である。興津川から直接水中
ポンプで取水するため、水中ポンプが流さ
れないよう護岸の整備を行う。

施設計画の諸元は以下に示すとおりである。
案1：排水ポンプ車の購入 1台

護岸整備等 一式

案2：排水ポンプ車の派遣 1台
護岸整備等 一式

b）概略図

承元寺取水口

ポンプ車等の設置
検討範囲

承元寺沈砂池

b）概略図

53
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（6-6）ポンプ車等の使用

（１）総合評価（案）

d)評価軸

補給可能水量 m3/日

事業期間 約 2～5 年 約 2～5 年

調査、設計等 約 3 年 約 3 年

工事 約 2 年 約 2 年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

・建設費 百万円

・年当たり建設費 百万円/年

・年当たり維持管理費 百万円/年

・年当たり費用 百万円/年

1

7

（4）地域社会への影響 （5）環境への影響 （6）コスト

・排水ポンプ車を使用する際には通行止めに
　する必要があり、交通への影響はあるが、
　迂回路を示すことにより可能である。

・興津川から直接ポンプで取水しても、環境
　への影響はない。 150

案1（排水ポンプ車の購入）

案2（排水ポンプ車の派遣）

10

2

12

【工事内容】排水ポンプ車購入、護岸整備等

【工事内容】排水ポンプ車派遣、護岸整備等

90

6

（1）実現性 （2）目標 （3）持続性

・水中ポンプで取水するためには、水中ポンプ
　が流されないよう護岸を整備する必要がある。
・河川に直接ポンプを投入して取水すること
　は、取水方法、護岸整備等により、興津川
　の河川管理者（県）との協議が必要である。
・排水ポンプ車を整備したとしても運転手の確
　保が出来ないと水源としては活用出来ない。

・排水ポンプ車とポンプを投入しやすいように整
　備した興津川護岸を適切に維持管理すること
　により持続可能である。

・排水ポンプ車で10,000～42,000m3/日を取水
　することは可能である。
・整備の途中段階では、水を供給できないた
　め効果を期待できない。
・清水谷津浄水場で原水（興津川表流水）が
　確保できる。

案2案1

10,000～42,000
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（6-6-a,b）ポンプ車等の使用

（１）総合評価（案）

e)整備期間
・約5年（関係機関協議から設計に約3年、工事として約2年）

f)概算事業費

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要
排水ポンプ車の整備 1台、
護岸整備等 一式

10,000
～42,000 

原水
（興津川表流水）

150 15 10 2 12 

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目

関係機関協議（県）

調査、測量

詳細設計

工事

項目
事業期間

※ポンプ車購入は２年間で可能

項目 工事内容
補給可能

水量
(m3/日)

補給水
の種別

概算事業費

建設費
（百万円）

法定耐用
年数
（年）

年当たり費用（百万円／年）

建設費 維持管理費 合計

整備概要
排水ポンプ車の派遣1台、
護岸整備等 一式

10,000
～42,000 

原水
（興津川表流水）

90 15 6 1 7 
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（１）総合評価（案） 資料４

事業期間及び費用は概算を記載
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（１）総合評価（案）
事業期間及び費用は概算を記載
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（１）総合評価（案）
事業期間及び費用は概算を記載


